
大　　　 分　　　 市

　 第 ４ 回 大 分 市 議 会 定 例 会 議 案

令 和 ６ 年 1 1 月 2 9 日

令 和 ６ 年



議 案 番 号 　　　　　　　題　　　　　　　　　　名　　　　　　　　　

議第１４６号　　大分市支所設置条例の一部改正について

議第１４７号　　大分市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部改正について

議第１４８号　　大分市行政不服審査会条例等の一部改正について

議第１４９号　　大分市特別会計条例の一部改正について

議第１５０号　　大分市手数料条例の一部改正について

議第１５１号　　�大分市救護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例
の一部改正について

議第１５２号　　�大分市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及
び運営に関する基準を定める条例の一部改正について

議第１５３号　　�大分市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条
例の一部改正について

議第１５４号　　�大分市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正
について

議第１５５号　　大分市廃棄物処理施設条例の一部改正について

議第１５６号　　大分市都市公園条例の一部改正について

議第１５７号　　�大分市農業集落排水事業分担金徴収条例及び大分市農業集落
排水処理施設条例の廃止について

議第１５８号　　�大分市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に

関する条例の一部改正について

議第１５９号　　大分市美術館条例の一部改正について

議第１６０号　　事務の委託の廃止に関する協議について

議第１６１号　　事務の委託の廃止に関する協議について

議第１６２号　　事務の委託の廃止に関する協議について

議第１６３号　　事務の委託の廃止に関する協議について

議第１６４号　　事務の委託の廃止に関する協議について



議 案 番 号 　　　　　　　題　　　　　　　　　　名　　　　　　　　　

議第１６５号　　事務の委託の廃止に関する協議について

議第１６６号　　事務の委託の廃止に関する協議について

議第１６７号　　事務の委託の廃止に関する協議について

議第１６８号　　事務の委託の廃止に関する協議について

議第１６９号　　事務の委託の廃止に関する協議について

議第１７０号　　事務の委託の廃止に関する協議について

議第１７１号　　事務の委託の廃止に関する協議について

議第１７２号　　事務の委託の廃止に関する協議について

議第１７３号　　事務の委託の廃止に関する協議について

議第１７４号　　事務の委託の廃止に関する協議について

議第１７５号　　事務の委託の廃止に関する協議について

議第１７６号　　字の区域の変更について

議第１７７号　　財産の減額貸付けについて

議第１７８号　　住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域内の住居表

　　　　　　　　示の方法について

議第１７９号　　工事請負契約の締結について（新環境センター特別高圧電線

　　　　　　　　路敷設等工事）

議第１８０号　　工事請負契約の締結について（しらゆりハイツ改築工事）

議第１８１号　　市道路線の認定について



議第１４６号

　　　大分市支所設置条例の一部改正について

　大分市支所設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。

　　令和６年１１月２９日　提　出

大分市長　足　立　信　也　　　

　　　大分市支所設置条例の一部を改正する条例

　大分市支所設置条例（昭和３８年大分市条例第７号）の一部を次のように改

正する。

　別表稙田支所の項中「上宗方南三丁目」の次に「、宗方台北、宗方台東、宗

方台西」を加える。

　　　附　則

　この条例は、令和７年１月１１日から施行する。

提案理由

　字の区域及びその名称の変更に伴い、所要の改正をいたしたく本案を提出す

る。



議第１４７号

　　　大分市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一

　　　部改正について

　大分市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す

る条例を次のように定める。

　　令和６年１１月２９日　提　出

大分市長　足　立　信　也　　　

　　　大分市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一

　　　部を改正する条例

　大分市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年大

分市条例第４４号）の一部を次のように改正する。

　別表第１の１０の項の次に次のように加える。

１０の２　市長 介護保険の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図

るため、被保険者、介護サービス事業者その他の関係者が

被保険者に係る情報を共有し、及び活用することを促進す

る事業に関する事務であって規則で定めるもの

　別表第２の１別表第１の右欄に掲げる事務関係の部１０の項の次に次のよう

に加える。

１０の２　市長 介護保険の被保険者の保

健医療の向上及び福祉の増

進を図るため、被保険者、介�

護サービス事業者その他の

介護保険給付等関係情報で

あって規則で定めるもの　



関係者が被保険者に係る情

報を共有し、及び活用するこ

とを促進する事業に関する

事務であって規則で定める

もの

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

提案理由

　個人番号を利用することができる事務として介護保険の被保険者の保健医療

の向上及び福祉の増進を図るため、被保険者、介護サービス事業者その他の関

係者が被保険者に係る情報を共有し、及び活用することを促進する事業に関す

る事務を追加する等の改正をいたしたく本案を提出する。



議第１４８号

　　　大分市行政不服審査会条例等の一部改正について

　大分市行政不服審査会条例等の一部を改正する条例を次のように定める。

　　令和６年１１月２９日　提　出

大分市長　足　立　信　也　　　

　　　大分市行政不服審査会条例等の一部を改正する条例

　（大分市行政不服審査会条例等の一部改正）

第１条　次に掲げる条例の規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。

　⑴　大分市行政不服審査会条例（平成２８年大分市条例第１号）第９条

　⑵　大分市情報公開条例（平成１６年大分市条例第３号）第３７条

　⑶�　大分市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年大分市条例第３８

号）附則第８項各号列記以外の部分、附則第９項及び附則第１０項

　⑷　大分市個人情報保護審査会条例（令和４年大分市条例第３９号）第１３条

　⑸　大分市騒音防止条例（昭和５０年大分市条例第４８号）第３１条

　⑹�　大分市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例（平成８年大分市条例

第３６号）第１９条各号列記以外の部分

　⑺�　大分市屋外広告物条例（平成８年大分市条例第３７号）第３２条の２各

号列記以外の部分

　（大分市職員の給与に関する条例等の一部改正）

第２条　次に掲げる条例の規定中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。

　⑴�　大分市職員の給与に関する条例（昭和３９年大分市条例第１号）第２２

条の２第３号及び第４号並びに第２２条の３第１項第１号及び第３項第１号

　⑵�　大分市職員等の旅費に関する条例（昭和３９年大分市条例第４３号）第

３条第３項第１号



　⑶�　大分市職員の退職手当支給条例（昭和３８年大分市条例第２３号）第１６

条第１項第１号及び第５項第２号、第１７条の見出し及び同条第１項第１

号、第１８条第１項第１号並びに第２０条第４項

　⑷　大分市職員年金条例（昭和３８年大分市条例第２２号）第３０条

　⑸�　大分市公設地方卸売市場業務条例（平成１７年大分市条例第５３号）第

６条の２第４項第７号イ、第１４条第４項第２号及び第２７条第２号

　⑹�　大分市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和４０年大分市

条例第３３号）第１１条の２第３号及び第４号並びに第１１条の３第１項

第１号及び第２項第１号

　⑺　大分市消防団条例（昭和４０年大分市条例第３１号）第５条第１号

　⑻�　大分市消防団員退職報償金の支給に関する条例（昭和３９年大分市条例

第５４号）第６条第１号

　⑼�　大分市立学校職員の分限に関する条例（昭和３８年大分市条例第５６

号）第９条第１項

　⑽�　大分市立学校職員の給与に関する条例（昭和３９年大分市条例第２号）

第１８条の２第３号及び第４号並びに第１８条の３第１項第１号及び第３

項第１号

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、令和７年６月１日から施行する。

　（罰則の適用等に関する経過措置）

２　この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

３�　この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の

例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止

前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該

罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号。以



下「刑法等一部改正法」という。）第２条の規定による改正前の刑法（明治

４０年法律第４５号。以下この項において「旧刑法」という。）第１２条に

規定する懲役（以下「懲役」という。）（有期のものに限る。以下この項に

おいて同じ。）、旧刑法第１３条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。）

（有期のものに限る。以下この項において同じ。）又は旧刑法第１６条に規

定する拘留（以下「旧拘留」という。）が含まれるときは、当該刑のうち懲

役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧

拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

　（人の資格に関する経過措置）

４�　拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例

によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前

の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用に

ついては、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘

禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に

処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

　（大分市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

５�　刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律

の整理等に関する法律（令和４年法律第６８号）並びにこの条例（以下これ

らを「刑法等一部改正法等」という。）の施行前に犯した禁錮以上の刑（死

刑を除く。）が定められている罪につき起訴をされた者は、第２条の規定に

よる改正後の大分市職員の給与に関する条例第２２条の３第１項（第１号に

係る部分に限る。）及び第３項（第３号に係る部分に限る。）の規定の適用

については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

　（大分市職員の退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置）

６�　刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定

められている罪につき起訴をされた者は、第２条の規定による改正後の大分



市職員の退職手当支給条例第１６条第１項及び第５項、第１７条第１項（第

１号に係る部分に限る。）並びに第２０条第４項並びに大分市職員の退職手

当支給条例第２０条第３項の規定の適用については、拘禁刑が定められてい

る罪につき起訴をされた者とみなす。

　�（大分市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過

措置）

７�　刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定

められている罪につき起訴をされた者は、第２条の規定による改正後の大分

市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第１１条の３第１項（第１号

に係る部分に限る。）及び第２項（第３号に係る部分に限る。）の規定の適

用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

　（大分市立学校職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

８�　刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定

められている罪につき起訴をされた者は、第２条の規定による改正後の大分

市立学校職員の給与に関する条例第１８条の３第１項（第１号に係る部分に

限る。）及び第３項（第３号に係る部分に限る。）の規定の適用について

は、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

提案理由

　刑法の一部改正に伴い、所要の改正をいたしたく本案を提出する。



議第１４９号

　　　大分市特別会計条例の一部改正について

　大分市特別会計条例の一部を改正する条例を次のように定める。

　　令和６年１１月２９日　提　出

大分市長　足　立　信　也　　　

　　　大分市特別会計条例の一部を改正する条例

　大分市特別会計条例（昭和３９年大分市条例第２３号）の一部を次のように

改正する。

　第４号を削り、第５号を第４号とする。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２�　この条例による改正前の大分市特別会計条例に規定する大分市農業集落排

水事業特別会計の出納は、令和７年５月３１日まで行うものとする。

提案理由

　大分市農業集落排水事業特別会計を廃止いたしたく本案を提出する。



議第１５０号

　　　大分市手数料条例の一部改正について

　大分市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。

　　令和６年１１月２９日　提　出

大分市長　足　立　信　也　　　

　　　大分市手数料条例の一部を改正する条例

　大分市手数料条例（昭和３９年大分市条例第１２号）の一部を次のように改

正する。

　別表第４の３の項を次のように改める。

３�　宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号。以下この項

において「法」という。）に基づく事務

事務 手数料の名称 金額

⑴�　法第１２条第１項

の規定に基づく宅地

造成若しくは特定盛

土等に関する工事の

許可又は法第３０条

第１項の規定に基づ

く特定盛土等に関す

る工事の許可の申請

に対する審査

宅地造成又は特

定盛土等に関す

る工事の許可申

請手数料

盛土又は切土する土地の面積の区

分に応じ、許可申請１件につき次

に掲げる額

５００平方メートル以内のもの　

２１,０００円

５００平方メートルを超え１ ,

０００平方メートル以内のもの　

３２,０００円

１,０００平方メートルを超え２,

０００平方メートル以内のもの　

４４,０００円

２,０００平方メートルを超え３,

０００平方メートル以内のもの　

６２,０００円



３,０００平方メートルを超え５,

０００平方メートル以内のもの　

７２,０００円

５ ,０００平方メートルを超え

１０,０００平方メートル以内のも

の　９６,０００円

１０,０００平方メートルを超え

２０,０００平方メートル以内のも

の　１５０,０００円

２０,０００平方メートルを超え

４０,０００平方メートル以内のも

の　２２８,０００円

４０,０００平方メートルを超え

７０,０００平方メートル以内のも

の　３５４,０００円

７０,０００平方メートルを超え

１００,０００平方メートル以内の

もの　４９８,０００円

１００,０００平方メートルを超え

るもの　６４２,０００円

⑵�　法第１６条第１項

の規定に基づく宅地

造成若しくは特定盛

土等に関する工事の

変更の許可及び法第

３５条第１項の規定

に基づく特定盛土等

に関する工事の変更

の許可の申請に対す

る審査

宅地造成又は特

定盛土等に関す

る工事の変更許

可申請手数料

変更許可申請１件につき、次に掲

げる額を合算した額（その額が

６４２,０００円を超えるときは、

６４２,０００円）

ア�　宅地造成又は特定盛土等工事

に関する設計の変更（イのみに

該当する場合を除く。）　盛土

又は切土する土地の面積（イに

規定する変更を伴う場合にあっ

ては変更前の盛土又は切土する

土地の面積、盛土又は切土する

土地の面積の縮小を伴う場合に



　�あっては縮小後の盛土又は切土�

する土地の面積）に応じ前号に�

規定する額に１０分の１を乗じ�

て得た額

イ�　新たな盛土又は切土する土地

への編入に係る宅地造成又は特

定盛土等工事に関する計画の変

更　新たに編入される盛土又は

切土する土地の面積に応じ前号

に規定する額

ウ　その他の変更　１０,０００円

⑶�　法第１８条第１項

の規定に基づく宅地

造成若しくは特定盛

土等に関する工事の

検査又は法第３７条

第１項の規定に基づ

く特定盛土等に関す

る工事の検査の申請

に対する検査

宅地造成又は特

定盛土等に関す

る工事の中間検

査申請手数料

盛土又は切土する土地の面積の区

分に応じ、中間検査の申請１件に

つき次に掲げる額

５００平方メートル以内のもの　

１０,０００円

５００平方メートルを超え１ ,

０００平方メートル以内のもの　

１１,０００円

１,０００平方メートルを超え２,

０００平方メートル以内のもの　

１２,０００円

２,０００平方メートルを超え３,

０００平方メートル以内のもの　

１３,０００円

３,０００平方メートルを超え５,

０００平方メートル以内のもの　

１５,０００円

５,０００平方メートルを超え１０,�

０００平方メートル以内のもの　

１６,０００円

１０,０００平方メートルを超え２



０,０００平方メートル以内のもの

　１７,０００円

２０,０００平方メートルを超え

４０,０００平方メートル以内のも

の　１８,０００円

４０,０００平方メートルを超え

７０,０００平方メートル以内のも

の　２０,０００円

７０,０００平方メートルを超え

１００,０００平方メートル以内の

もの　２６,０００円

１００,０００平方メートルを超え

るもの　２７,０００円

⑷�　法第１２条第１項

又は法第３０条第１

項の規定に基づく土

石の堆積に関する工

事の許可の申請に対

する審査

土石の堆積に関

する工事の許可

申請手数料

土石の堆積をする土地の面積の区

分に応じ、許可申請１件につき次

に掲げる額

５００平方メートル以内のもの　

１６,０００円

５００平方メートルを超え１ ,

０００平方メートル以内のもの　

１８,０００円

１,０００平方メートルを超え２,

０００平方メートル以内のもの　

２１,０００円

２,０００平方メートルを超え３,

０００平方メートル以内のもの　

２４,０００円

３,０００平方メートルを超え５,

０００平方メートル以内のもの　

３４,０００円

５,０００平方メートルを超え１�

０,０００平方メートル以内のもの



　３７,０００円

１０,０００平方メートルを超え

２０,０００平方メートル以内のも

の　４４,０００円

２０,０００平方メートルを超え

４０,０００平方メートル以内のも

の　５８,０００円

４０,０００平方メートルを超え

７０,０００平方メートル以内のも

の　７８,０００円

７０,０００平方メートルを超え

１００,０００平方メートル以内の

もの　１１４,０００円

１００,０００平方メートルを超え

るもの　１３８,０００円

⑸�　法第１６条第１項

又は第３５条第１項

の規定に基づく土

石の堆積に関する

工事の変更の許可の

申請に対する審査

土石の堆積に関

する工事の変更

許可申請手数料

変更許可申請１件につき、次に掲�

げる額を合算した金額（その額�

が１３８,０００円を超えるとき

は、１３８,０００円）

ア�　土石の堆積工事に関する設計

の変更（イのみに該当する場合

を除く。）については、土石の

堆積をする土地の面積（イに規

定する変更を伴う場合にあって

は変更前の土石の堆積をする土

地の面積、土石の堆積をする土

地の面積の縮小を伴う場合に

あっては縮小後の土石の堆積を

する土地の面積）に応じ前号に

規定する額に１０分の１を乗じ

て得た額

イ�　新たな土石の堆積をする土地



　�への編入に係る土石の堆積工事

に関する計画の変更　新たに編

入される土石の堆積をする土地

の面積に応じ前号に規定する額

ウ　その他の変更　１０,０００円

　　　附　則

　この条例は、令和７年５月１日から施行する。　

提案理由

　宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可の申請に対する審査に係る手数

料等について所要の改正をいたしたく本案を提出する。　　



議第１５１号

　　　大分市救護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

　　　部改正について

　大分市救護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例を次のように定める。

　　令和６年１１月２９日　提　出

大分市長　足　立　信　也　　　

　　　大分市救護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

　　　部を改正する条例

　大分市救護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年大

分市条例第４６号）の一部を次のように改正する。

　第２４条に次の１項を加える。

６�　救護施設は、入所者の自立支援を行うため、入所者の意向を踏まえ、入所

者ごとに個別支援計画を作成しなければならない。

　第２９条第１項中「更生計画」を「個別支援計画」に改め、同条第２項中「第�

２項」の次に「及び第６項」を加える。

　第３０条第１項中「更生計画」を「個別支援計画」に改める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

提案理由

　救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基

準の一部改正に伴い、所要の改正をいたしたく本案を提出する。



議第１５２号

　　　大分市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運

　　　営に関する基準を定める条例の一部改正について

　大分市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。

　　令和６年１１月２９日　提　出

大分市長　足　立　信　也　　　

　　　大分市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運

　　　営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

　大分市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する

基準を定める条例（平成２６年大分市条例第２３号）の一部を次のように改正

する。

　附則第４項中「１０年間」を「１２年間」に改める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

提案理由

　幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の

一部改正に伴い、所要の改正をいたしたく本案を提出する。



議第１５３号

　　　大分市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の

　　　一部改正について

　大分市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例を次のように定める。

　　令和６年１１月２９日　提　出

大分市長　足　立　信　也　　　

　　　大分市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の

　　　一部を改正する条例

　大分市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年

大分市条例第４７号）の一部を次のように改正する。

　第１６条の次に次の１条を加える。

　（給付金として支払を受けた金銭の管理）

第�１６条の２　母子生活支援施設は、当該母子生活支援施設の設置者が入所中

の児童に係る給付金（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３

年厚生省令第６３号）第１２条の２に規定するこども家庭庁長官が定める給

付金をいう。以下この条において同じ。）の支給を受けたときは、給付金と

して支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。

　⑴�　当該児童に係る当該金銭及びこれに準ずるもの（これらの運用により生

じた収益を含む。以下この条において「児童に係る金銭」という。）をそ

の他の財産と区分すること。

　⑵　児童に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。

　⑶　児童に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。

　⑷�　当該児童が退所した場合には、速やかに、児童に係る金銭を当該児童に



取得させること。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

提案理由

　児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正を

いたしたく本案を提出する。



議第１５４号

　　　大分市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正につ

　　　いて

　大分市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例を次

のように定める。

　　令和６年１１月２９日　提　出

大分市長　足　立　信　也　　　

　　　大分市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正す

　　　る条例

　大分市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例（平成５年大分市条例第�

２４号）の一部を次のように改正する。

　別表第１中「１,９６０円」を「１,８９０円」に、「７１０円」を「１,０４０�

円」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２�　改正後の別表第１の規定は、この条例の施行の日以後に市が収集するごみ

の処理に係る一般廃棄物処理手数料について適用し、同日前に市が収集した

ごみの処理に係る一般廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

提案理由

　一時的多量廃棄物等の処理に係る一般廃棄物処理手数料の額を改定いたした

く本案を提出する。



議第１５５号

　　　大分市廃棄物処理施設条例の一部改正について

　大分市廃棄物処理施設条例の一部を改正する条例を次のように定める。

　　令和６年１１月２９日　提　出

大分市長　足　立　信　也　　　

　　　大分市廃棄物処理施設条例の一部を改正する条例

　大分市廃棄物処理施設条例（昭和４７年大分市条例第７号）の一部を次のよ

うに改正する。

　第３条第２項中「き損する」を「毀損する」に改める。

　別表中「１００円」を「１０５円」に、「３５円」を「４０円」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２�　改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料につ

いて適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

提案理由

　廃棄物処理施設の使用料の額を改定いたしたく本案を提出する。



議第１５６号

　　　大分市都市公園条例の一部改正について

　大分市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように定める。

　　令和６年１１月２９日　提　出

大分市長　足　立　信　也　　　

　　　大分市都市公園条例の一部を改正する条例

　大分市都市公園条例（昭和３８年大分市条例第４９号）の一部を次のように

改正する。　

　第１０条の８第６号中「第２１条第２項第１号」を「第２２条第２項第１号」

に改める。

　第１０条の１１第１項第４号中「、第１０条の１５」を「及び第１０条の１５」

に改める。

　　　附　則

　この条例は、令和７年６月１日から施行する。

提案理由

　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部改正に

伴い、規定の整備をいたしたく本案を提出する。



議第１５７号

　　　大分市農業集落排水事業分担金徴収条例及び大分市農業集落排水

　　　処理施設条例の廃止について

　大分市農業集落排水事業分担金徴収条例及び大分市農業集落排水処理施設条

例を廃止する条例を次のように定める。

　　令和６年１１月２９日　提　出

大分市長　足　立　信　也　　　

　　　大分市農業集落排水事業分担金徴収条例及び大分市農業集落排水

　　　処理施設条例を廃止する条例

　次に掲げる条例は、廃止する。

⑴　大分市農業集落排水事業分担金徴収条例（平成９年大分市条例第２号）

⑵　大分市農業集落排水処理施設条例（平成１０年大分市条例第４７号）

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。

　（大分市農業集落排水事業分担金徴収条例の廃止に伴う経過措置）

２�　この条例の施行の日前に第１号の規定による廃止前の大分市農業集落排水

事業分担金徴収条例の規定により算定された分担金については、なお従前の

例による。

　（大分市農業集落排水処理施設条例の廃止に伴う経過措置）

３�　この条例の施行の日前に第２号の規定による廃止前の大分市農業集落排水

処理施設条例の規定により算定された使用料については、なお従前の例によ

る。

４�　この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によるこ



ととされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用に

ついては、なお従前の例による。

　（大分市公共下水道条例の一部改正）

５�　大分市公共下水道条例（昭和４３年大分市条例第３７号）の一部を次のよ

うに改正する。

　　附則に次の見出し及び２項を加える。

　　（大分市農業集落排水処理施設条例の廃止に伴う経過措置）

　４�　大分市農業集落排水事業分担金徴収条例及び大分市農業集落排水処理施

設条例を廃止する条例（令和６年大分市条例第　　　号。以下この項にお

いて「廃止条例」という。）の施行の日（次項において「廃止条例施行日

」という。）前に廃止条例第２号の規定による廃止前の大分市農業集落排

水処理施設条例（次項において「旧農排施設条例」という。）の規定によ

りなされた処分、手続その他の行為（廃止条例附則第３項及び第４項の規

定によりなお従前の例によることとされるものを除く。）は、この条例の

相当規定によりなされたものとみなす。

　５�　廃止条例施行日の前日において旧農排施設条例別表第１に規定する農業

集落排水処理施設（以下この項において「旧農排施設」という。）を使用

していた者で廃止条例施行日以後引き続きこの条例の規定により公共下水

道を使用することとなるものの旧農排施設の使用（旧農排施設条例の規定

による使用料の算定がされていないものに限る。）については、当該公共

下水道の使用とみなす。

提案理由

　農業集落排水事業の公共下水道事業への移管に伴い、大分市農業集落排水事

業分担金徴収条例及び大分市農業集落排水処理施設条例を廃止いたしたく本案

を提出する。



議第１５８号

　　　大分市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関す

　　　る条例の一部改正について

　大分市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例の一

部を改正する条例を次のように定める。

　　令和６年１１月２９日　提　出

大分市長　足　立　信　也　　　

　　　大分市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関す

　　　る条例の一部を改正する条例

　大分市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例（平

成２４年大分市条例第７３号）の一部を次のように改正する。

　第３条第１項第１号中「の土木工学科若しくはこれに相当する課程において

衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、」を削り、

「おいて土木工学科若しくは」を「おいて土木工学科又は」に、「２年以上水

道」を「３年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川（以下この項にお

いて「水道等」という。）」に改め、「者」の次に「（１年６月以上水道に関

する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」を加え、同項第２号

を次のように改める。

　⑵�　学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若し

くは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、４年以上

水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（２年以上水道に

関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）

　第３条第１項第３号中「よる専門学校」の次に「（次号において「短期大学

等」という。）」を、「修了した後」の次に「。次号において同じ。」を加



え、「水道」を「水道等」に改め、「者」の次に「（２年６月以上水道に関す

る技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」を加え、同項第６号中

「規則」を「規程」に改め、同号を同項第８号とし、同項第５号中「水道」を

「水道等」に改め、「者」の次に「（５年以上水道の工事に関する技術上の実

務に従事した経験を有する者に限る。）」を加え、同号を同項第７号とし、同

項第４号中「よる中等学校」の次に「（次号において「高等学校等」とい

う。）」を加え、「水道」を「水道等」に改め、「者」の次に「（３年６月以

上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」を加え、

同号を同項第５号とし、同号の次に次の１号を加える。

　⑹�　高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を

修めて卒業した後、８年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験

を有する者（４年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者に限る。）

　第３条第１項第３号の次に次の１号を加える。

　⑷�　短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を

修めて卒業した後、６年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験

を有する者（３年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者に限る。）

　第３条第２項を次のように改める。

２�　簡易水道事業の用に供する水道（以下「簡易水道」という。）について

は、前項第１号中「３年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川（以

下この項において「水道等」という。）に関する技術上の実務に従事した経

験を有する者（１年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有

する者に限る。）」とあるのは「１年６月以上水道に関する技術上の実務に

従事した経験を有する者」と、同項第２号中「４年以上水道等に関する技術

上の実務に従事した経験を有する者（２年以上水道に関する技術上の実務に



従事した経験を有する者に限る。）」とあるのは「２年以上水道に関する技

術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第３号中「５年以上水道等

に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（２年６月以上水道に関す

る技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」とあるのは「２年６

月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第４

号中「６年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（３

年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」と

あるのは「３年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」

と、同項第５号中「７年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を

有する者（３年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者に限る。）」とあるのは「３年６月以上水道に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者」と、同項第６号中「８年以上水道等に関する技術上の

実務に従事した経験を有する者（４年以上水道に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者に限る。）」とあるのは「４年以上水道に関する技術上

の実務に従事した経験を有する者」と、同項第７号中「１０年以上水道等の

工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（５年以上水道の工事

に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」とあるのは

「５年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と

それぞれ読み替えるものとする。

　第４条第１項第１号を次のように改める。

　⑴�　前条第１項第１号、第３号又は第５号に規定する学校において土木工学

科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後（学校教

育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後）、同項第１号

に規定する学校を卒業した者については３年以上、同項第３号に規定する

学校を卒業した者（同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了し

た者）については５年以上、同項第５号に規定する学校を卒業した者につ



いては７年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

　第４条第１項第２号中「及び第４号」を「又は第５号」に改め、「土木工学

以外の」を削り、「に関する学科目」を「の課程」に、「学科目を」を「課程

（土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。）を」に、「同

項第４号」を「同項第５号」に改め、同項第４号中「前２号」を「前３号」

に、「規則」を「規程」に改め、同条第２項中「簡易水道及び」を「簡易水道

又は」に、「１,０００立方メートル」を「１０,０００立方メートル」に、

「簡易水道以外の水道」とあるのは「簡易水道」を「３年以上」とあるのは

「１年６月以上」と、「５年以上」とあるのは「２年６月以上」と、「７年以

上」とあるのは「３年６月以上」に改める。

　　　附　則

　この条例は、令和７年４月１日から施行する。

提案理由

　水道法施行令の一部改正に伴い、所要の改正をいたしたく本案を提出する。



議第１５９号

　　　大分市美術館条例の一部改正について

　大分市美術館条例の一部を改正する条例を次のように定める。

　　令和６年１１月２９日　提　出

大分市長　足　立　信　也　　　

　　　大分市美術館条例の一部を改正する条例

　大分市美術館条例（平成１０年大分市条例第３５号）の一部を次のように改

正する。

　第５条第２項ただし書を次のように改める。

　�　ただし、電子情報処理組織を用いて使用許可を受けた場合の当該使用料は、

規則で定める日に納付しなければならない。

　第５条に次の１項を加える。

３�　前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、同項の規定に

よる使用料の納付の時期を変更することができる。

　　　附　則

　この条例は、令和７年２月１３日から施行する。

提案理由

　大分市美術館の研修室の使用料の納付に係る口座振替の実施に伴い、所要の

改正をいたしたく本案を提出する。



議第１６０号

　　　事務の委託の廃止に関する協議について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第２項の規定に基

づき、令和８年３月３１日限りで大分市と別府市との証明書等の交付等に係る

事務の委託に関する規約（平成１８年７月１日施行）を廃止する。

　　令和６年１１月２９日　提　出

大分市長　足　立　信　也　　　

提案理由

　別府市との間における証明書等の交付等に係る事務の相互の委託を廃止いた

したく本案を提出する。



議第１６１号

　　　事務の委託の廃止に関する協議について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第２項の規定に基

づき、令和８年３月３１日限りで大分市と中津市との証明書等の交付等に係る

事務の委託に関する規約（平成１９年７月１日施行）を廃止する。

　　令和６年１１月２９日　提　出

大分市長　足　立　信　也　　　

提案理由

　中津市との間における証明書等の交付等に係る事務の相互の委託を廃止いた

したく本案を提出する。



議第１６２号

　　　事務の委託の廃止に関する協議について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第２項の規定に基

づき、令和８年３月３１日限りで大分市と日田市との証明書等の交付等に係る

事務の委託に関する規約（平成２８年７月１日施行）を廃止する。

　　令和６年１１月２９日　提　出

大分市長　足　立　信　也　　　

提案理由

　日田市との間における証明書等の交付等に係る事務の相互の委託を廃止いた

したく本案を提出する。



議第１６３号

　　　事務の委託の廃止に関する協議について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第２項の規定に基

づき、令和８年３月３１日限りで大分市と佐伯市との証明書等の交付等に係る

事務の委託に関する規約（平成２３年７月１日施行）を廃止する。

　　令和６年１１月２９日　提　出

大分市長　足　立　信　也　　　

提案理由

　佐伯市との間における証明書等の交付等に係る事務の相互の委託を廃止いた

したく本案を提出する。



議第１６４号

　　　事務の委託の廃止に関する協議について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第２項の規定に基

づき、令和８年３月３１日限りで大分市と臼杵市との証明書等の交付等に係る

事務の委託に関する規約（平成２４年８月１日施行）を廃止する。

　　令和６年１１月２９日　提　出

大分市長　足　立　信　也　　　

提案理由

　臼杵市との間における証明書等の交付等に係る事務の相互の委託を廃止いた

したく本案を提出する。



議第１６５号

　　　事務の委託の廃止に関する協議について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第２項の規定に基

づき、令和８年３月３１日限りで大分市と津久見市との証明書等の交付等に係

る事務の委託に関する規約（平成２４年８月１日施行）を廃止する。

　　令和６年１１月２９日　提　出

大分市長　足　立　信　也　　　

提案理由

　津久見市との間における証明書等の交付等に係る事務の相互の委託を廃止い

たしたく本案を提出する。



議第１６６号

　　　事務の委託の廃止に関する協議について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第２項の規定に基

づき、令和８年３月３１日限りで大分市と竹田市との証明書等の交付等に係る

事務の委託に関する規約（平成２２年７月１日施行）を廃止する。

　　令和６年１１月２９日　提　出

大分市長　足　立　信　也　　　

提案理由

　竹田市との間における証明書等の交付等に係る事務の相互の委託を廃止いた

したく本案を提出する。



議第１６７号

　　　事務の委託の廃止に関する協議について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第２項の規定に基

づき、令和８年３月３１日限りで大分市と豊後高田市との証明書等の交付等に

係る事務の委託に関する規約（平成２８年３月１日施行）を廃止する。

　　令和６年１１月２９日　提　出

大分市長　足　立　信　也　　　

提案理由

　豊後高田市との間における証明書等の交付等に係る事務の相互の委託を廃止

いたしたく本案を提出する。



議第１６８号

　　　事務の委託の廃止に関する協議について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第２項の規定に基

づき、令和８年３月３１日限りで大分市と杵築市との証明書等の交付等に係る

事務の委託に関する規約（平成１８年７月１日施行）を廃止する。

　　令和６年１１月２９日　提　出

大分市長　足　立　信　也　　　

提案理由

　杵築市との間における証明書等の交付等に係る事務の相互の委託を廃止いた

したく本案を提出する。



議第１６９号

　　　事務の委託の廃止に関する協議について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第２項の規定に基

づき、令和８年３月３１日限りで大分市と宇佐市との証明書等の交付等に係る

事務の委託に関する規約（平成２１年７月１日施行）を廃止する。

　　令和６年１１月２９日　提　出

大分市長　足　立　信　也　　　

提案理由

　宇佐市との間における証明書等の交付等に係る事務の相互の委託を廃止いた

したく本案を提出する。



議第１７０号

　　　事務の委託の廃止に関する協議について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第２項の規定に基

づき、令和８年３月３１日限りで大分市と豊後大野市との証明書等の交付等に

係る事務の委託に関する規約（平成２３年７月１日施行）を廃止する。

　　令和６年１１月２９日　提　出

大分市長　足　立　信　也　　　

提案理由

　豊後大野市との間における証明書等の交付等に係る事務の相互の委託を廃止

いたしたく本案を提出する。



議第１７１号

　　　事務の委託の廃止に関する協議について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第２項の規定に基

づき、令和８年３月３１日限りで大分市と由布市との証明書等の交付等に係る

事務の委託に関する規約（平成１８年７月１日施行）を廃止する。

　　令和６年１１月２９日　提　出

大分市長　足　立　信　也　　　

提案理由

　由布市との間における証明書等の交付等に係る事務の相互の委託を廃止いた

したく本案を提出する。



議第１７２号

　　　事務の委託の廃止に関する協議について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第２項の規定に基

づき、令和８年３月３１日限りで大分市と国東市との証明書等の交付等に係る

事務の委託に関する規約（平成２１年７月１日施行）を廃止する。

　　令和６年１１月２９日　提　出

大分市長　足　立　信　也　　　

提案理由

　国東市との間における証明書等の交付等に係る事務の相互の委託を廃止いた

したく本案を提出する。



議第１７３号

　　　事務の委託の廃止に関する協議について�

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第２項の規定に基

づき、令和８年３月３１日限りで大分市と日出町との証明書等の交付等に係る

事務の委託に関する規約（平成１８年９月１日施行）を廃止する。

　　令和６年１１月２９日　提　出

大分市長　足　立　信　也　　　

提案理由

　日出町との間における証明書等の交付等に係る事務の相互の委託を廃止いた

したく本案を提出する。



議第１７４号

　　　事務の委託の廃止に関する協議について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第２項の規定に基

づき、令和８年３月３１日限りで大分市と九重町との証明書等の交付等に係る

事務の委託に関する規約（平成１８年７月１日施行）を廃止する。

　　令和６年１１月２９日　提　出

大分市長　足　立　信　也　　　

提案理由

　九重町との間における証明書等の交付等に係る事務の相互の委託を廃止いた

したく本案を提出する。



議第１７５号

　　　事務の委託の廃止に関する協議について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第２項の規定に基

づき、令和８年３月３１日限りで大分市と玖珠町との証明書等の交付等に係る

事務の委託に関する規約（平成２５年８月１日施行）を廃止する。

　　令和６年１１月２９日　提　出

大分市長　足　立　信　也　　　

提案理由

　玖珠町との間における証明書等の交付等に係る事務の相互の委託を廃止いた

したく本案を提出する。



議第１７６号

　　　字の区域の変更について

　次のとおり字の区域を変更いたしたく、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２６０条第１項の規定により議決を求める。

　　令和６年１１月２９日　提　出

大分市長　足　立　信　也　　　

編　入　さ　れ　る　区　域 編入する字

大字 字 区　　　　　域 大字 字

中尾 白紙 ３５７の２並びに３５７の１、３６２の
１、３６３の１、３６５の１及びこれら
に隣接介在する水路である市有地の一部

中尾 平

提案理由

　土地改良事業の施行に伴い、字の区域を変更いたしたく本案を提出する。





議第１７７号

　　　財産の減額貸付けについて

　次のとおり市有財産を減額して貸し付ける。

　　令和６年１１月２９日　提　出

大分市長　足　立　信　也　　　

１　貸 付 物 件

　　土 地

　　　所 在 地　　大分市大字荷揚町３２番地３外５筆

　　　地 積　　１,５８２.６１平方メートル

２　貸 付 け の 目 的　　�荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業における民

間施設用地として使用させるため

３　貸付けの相手方　　大分市金池町二丁目３番４号

　　　　　　　　　　　　大分荷揚リンクスクエア株式会社

　　　　　　　　　　　　代表取締役　池　田　健　一

４　貸 付 け の 期 間　　令和５年６月２３日から令和３６年６月３０日まで

５　減額貸付けの期間　　�地方自治法第９６条第１項第６号の規定による議決

の日（以下「議決日」という。）から令和３６年６

月３０日まで

６　減 額 す る 金 額　　⑴　議決日から令和７年３月３１日まで

　　　　　　　　　　　　　�　７ ,２８３ ,１７１円に１ ,５８２ .６１分の

１８５.４９を乗じて得た額に議決日から令和７

年３月３１日までの日数を３６５で除して得た数

を乗じて得た額（当該額に１円未満の端数がある

ときは、これを切り捨てた額）



　　　　　　　　　　　　⑵�　令和７年４月１日から令和３６年３月３１日ま

での各年度及び同年４月１日から同年６月３０日

まで

　　　　　　　　　　　　　�　荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業事業用

定期借地権設定契約書第４条第１項の規定に基づ

き算出した額に１,５８２.６１分の１８５.４９を

乗じて得た額（当該額に１円未満の端数があると

きは、これを切り捨てた額）

提案理由

　市有財産を減額して貸付けいたしたく地方自治法第９６条第１項第６号の規

定により本案を提出する。



貸付箇所

大分市役所



議第１７８号

　　　住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域内の住居表示の

　　　方法について

　住居表示に関する法律（昭和３７年法律第１１９号）第３条第１項の規定に

より、本市における住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域における

住居表示の方法を次のとおり定める。

　　令和６年１１月２９日　提　出

大分市長　足　立　信　也　　　

１　実施すべき市街地の区域　　別図のとおり

２　住 居 表 示 の 方 法　　街区方式



光吉新町
中央公園

国道
２１
０号

大分市立
東稙田小学校

大分市立
稙田南中学校

N

x

0 50 100m

別 図

今回議決を受けようとする区域

地区名 田尻地区の一部



提案理由

　田尻地区の一部の住居表示を実施するため、その実施すべき市街地の区域及

び住居表示の方法を定めたく本案を提出する。



議第１７９号

　　　工事請負契約の締結について

　次のとおり工事請負契約を締結する。

　　令和６年１１月２９日　提　出

大分市長　足　立　信　也　　　

１　契 約 の 目 的　　新環境センター特別高圧電線路敷設等工事

２　工 事 の 概 要　　延長　６,１０２メートル

　　　　　　　　　　　架空電線路工事

　　　　　　　　　　　地中電線路工事

３　契 約 の 方 法　　一般競争入札

４　契 約 の 金 額　　１,０２７,２４９,８２８円

５　工 期　　着工　本契約成立後契約担当者の指定する日

　　　　　　　　　　完成　令和９年９月３０日

６　契約の相手方　　九電工・大分電設特定建設工事共同企業体

　　　　　　　　　　　代表構成員

　　　　　　　　　　　　大分市花津留二丁目２５番１６号

　　　　　　　　　　　　株式会社　九電工　大分支店

　　　　　　　　　　　　理事支店長　新　井　考　明

　　　　　　　　　　　構成員

　　　　　　　　　　　　大分市向原沖一丁目１番３０号

　　　　　　　　　　　　株式会社　大分電設

　　　　　　　　　　　　代表取締役　山　田　恭　史



提案理由

　新環境センター特別高圧電線路敷設等工事について請負契約を締結いたした

く本案を提出する。



議第１８０号�

　　　工事請負契約の締結について

　次のとおり工事請負契約を締結する。

　　令和６年１１月２９日　提　出

大分市長　足　立　信　也　　　

１　契 約 の 目 的　　しらゆりハイツ改築工事

２　工 事 の 概 要　　鉄筋コンクリート５階建

　　　　　　　　　　延面積　１,７３７.９２平方メートル

３　契 約 の 方 法　　一般競争入札

４　契 約 の 金 額　　６２１,９８７,３００円

５　工 期　　着工　本契約成立後契約担当者の指定する日

　　　　　　　　　　完成　令和８年２月１７日

６　契約の相手方　　豊國・法友特定建設工事共同企業体

　　　　　　　　　　　代表構成員

　　　　　　　　　　　　大分市城崎町一丁目３番２８号

　　　　　　　　　　　　豊國建設株式会社

　　　　　　　　　　　　代表取締役　池　邉　紘一郎

　　　　　　　　　　　構成員

　　　　　　　　　　　　大分市徳島一丁目３１８５番地の２

　　　　　　　　　　　　法友建設株式会社

　　　　　　　　　　　　代表取締役　岩　﨑　辰　男

提案理由

　しらゆりハイツ改築工事について請負契約を締結いたしたく本案を提出する。



議第１８１号

　　　市道路線の認定について

　市道路線を次のように認定する。

　　令和６年１１月２９日　提　出

大分市長　足　立　信　也　　　

　認定する市道路線

図面
番号 路　　　線　　　名 起　　　　点 終　　　　点

１ 政所２３号線 大字政所 大字政所

２ 政所２４号線 大字政所 大字政所

屋山９号線 大字屋山 大字屋山

提案理由

　市道路線を認定いたしたく道路法第８条第２項の規定により本案を提出す

る。
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市道屋山９号線認定図 Ｎ

○＝起点
△＝終点

県道坂ノ市中戸次線
屋　山

大分県立
大分東高等学校
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#*↼

認定路線

↼ 市道屋山市尾２号線
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